
 

● 草津市外に本社がある企業が対象です。 

● １回あたり 10 万円以上の寄附が対象です。 

● 寄附をすることの代償として経済的な利益を受けることは、禁止されています。 

国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、寄附額の６割を法人関係

税から税額控除する仕組みです。損金算入による通常の寄附の軽減効果（寄附額の約３割）を含め、寄附額の最大約

９割の軽減効果があります。 

 

 

～ 寄附の流れ ～ 

企業様のご意向に沿って、寄附対象事業の決定を行います。 

まずは裏面の問い合わせ先（企画調整課）までご連絡ください。 

対象事業や寄附金額が決定しましたら、寄附申出書をご提出いただきます。 

寄附を払い込みいただくため、納付書を発行いたします。 

 

納付書を使用し、草津市指定金融機関で寄附の払い込みをお願いします。 

受領証を発行いたします。 

 

受領証を使用し、税務署での税申告のお手続きをお願いします。 
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企業の皆さまが、寄附を通じて地方の活性化を応援する制度で、地方公共団体による「地方創生プロ

ジェクト」に寄附をされた場合、税制上の優遇措置が受けられます。 

この制度の活用を通じ、企業の皆さまとより一層連携しながら、草津市が目指す「健幸創造都市くさ

つ」の実現に向けた取組を進めてまいります。皆さまの御協力をよろしくお願いいたします。 
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